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特集報文：関東大震災から100年後の耐震技術 

自然災害に対する道路リスクアセスメントの取組み 

乗川純弥・中尾吉宏・中川拓真
 

1．はじめに1 

 我が国では、近年、頻発化・激甚化する自然災

害に対応するべく、防災・減災、国土強靭化に関

する取り組みが推進されている。 

国土交通省では、国土強靱化の取組みとして、

発災後、概ね1日以内に緊急車両の通行を確保し、

概ね1週間以内に一般車両の通行を確保することを

目標に災害に強い道路ネットワークの構築を進め

ている（図-1）。道路ネットワークを効率的・効果

的に災害に強いものにしていくためには、路線間

の耐災害性を相対的に把握し、対策優先度の検討

などに考慮できるようにする必要がある。しかし

ながら、様々な道路構造物で構成される路線間の

リスクを統一的な視点で相対的に把握する手法は

確立されていなかった。そこで、災害に強い道路

ネットワークの効率的・効果的な強化に向けた対

策検討の基礎資料を得るため、道路ネットワーク

の災害に対するリスクの現状を評価することを目

的として「道路リスクアセスメント要領（案）」（以

下、「要領（案）」という）が取りまとめられてお

り、令和4年3月の第16回道路技術小委員会2)で審

議されたところである。 

国総研では、道路ネットワークの災害に対する

リスクを評価する手法に関する研究を行っており、

その成果が要領（案）として反映されている。 

本稿では、要領（案）の概要や、要領（案）に

基づいて過去の被災した道路での試行結果等につ

いて報告する。 

2．要領（案）の概要  

2.1 道路のリスク評価の取組み 
リスク評価に関連する既存の取組みを整理する

図-1 災害時に求められる道路の性能1) 

──────────────────────── 
Study on Road Risk Assessment for Natural Disasters  

と、道路法第42条に基づいて実施される、5年に一

度の橋梁・トンネル等の道路構造物の近接目視点

検（以下「法定点検」という。）や、豪雨・豪雪等

に関する道路防災点検などが挙げられる。例えば、

法定点検は、近接目視を基本として、個々の道路

構造物の状態を把握し、その状態から道路構造物

の機能に支障が生じるリスクを健全性として診断

し、必要な措置を講ずるためのものである。 

このように、既存の定期点検等の取組みは、そ

の目的に照らして、路線を構成している様々な道

路構造物について、あくまでも個々の道路構造物

ごとのリスクを評価するものとなっている。 

一方で、要領(案)によるリスク評価は道路ネット

ワークの災害に対するリスクの現状を評価するこ

とを目的としているため、路線単位でリスクを評

価するものとなっている。 

2.2 要領（案）に基づくリスク評価の流れ 
（1）リスクの定義 

様々な道路構造物から構成される道路ネット

ワークの災害に対するリスクを相対的に把握する

ためには、路線内の土工、橋、トンネルなどの構

造物の種類に依らない統一的な指標としてリスク

を定義する必要がある。 

要領（案）は、道路構造物の被災等に伴う通行

の障害が、①段差凹凸、②線形不正、③障害物、

④耐荷力不足の4種類に区分できることに着目し

（図-2）、それらによって生じる可能性がある3種類

の通行規制（速度規制、車線規制、重量規制）の

程度を道路のリスク（表-1、表-2）として定義して

いる。 

図-2 道路断面の状態の種類とその程度2) 
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表-1 道路のリスクと通行の障害の関係2) 

道路のリスク 通 行 機 能 通 行 の 障 害 

速 度 規 制 走 行 性 段 差 凸 凹 

線 形 不 正 

障 害 物 

車 線 規 制 容 量 の 確 保 線 形 不 正 

障 害 物 

一 部 の 幅員 で耐 荷 力 不 足 

重 量 規 制 荷 重 の 支 持 耐 荷 力 不 足 

表-2 道路リスクの程度の区分2) 
Ⅰ  通行規制が生じない可能性が高いと認められる。  

Ⅱ  
一時的に通行止めになる可能性があるが、一定期間内

に一定の規制で通行できる可能性が高いと認められる。 
Ⅲ  通行止めとなる可能性が高いと認められる。  

 

（2）リスク評価の流れ（概要） 

リスク評価にあたっては、先ず、道路を構成す

る構造物の違いや道路区域外からの危害の可能性

の有無、路肩条件などの立地条件の違いからリス

ク評価を行う道路断面を選定する。 

そして、想定するハザードに対して、道路断面

における道路構造物の構成要素ごとの耐災害性能

を評価し、評価した耐災害性能を通行障害の種類

（段差凹凸、線形不正、障害物、耐荷力不足）とそ

の程度に変換する。 

通行障害の種類と程度は、通行機能の低下の程

度に、走行性、容量の確保、荷重の支持の観点か

ら変換し、結果として生じうる通行規制（速度規

制、車線規制、重量規制）の程度をリスクとして

評価する。また、立地条件に由来するリスクは道

路防災点検の点検結果を活用して評価する（図-3）。

そして、個別の道路断面のリスク評価結果を踏ま

え、道路構造物の種別に区分した道路構造区間や

それらを包括する交差点間で区切られた道路区間

としてのリスクを評価する。 

以降で、図-3に示すリスク評価をステップごと

に事例をあげながら紹介する。 

（3）想定するハザードと構造物の状態評価 

要領（案）では、想定するハザードとして、100

年程度を念頭に生じうるL1地震動、L2地震動など

を考慮している（表-3）。 

これらの想定するハザードに晒された場合の構

造物の構成要素の状態を「A」～「D」の4段階（表

-4）で評価する。その際、構造物の構成要素に適

用されている設計基準の違いから生じる相対的な

安全余裕の差違に着目する。これは、設計基準が、

過去の災害事例を踏まえて改訂されることから、

想定されるハザード（状況）とそれに対する抵抗  

図-3 道路断面のリスク評価の流れ2) 

表-3 想定するハザード2) 

表-4 構成要素の状態の区分2) 

などの考え方が適応される基準によって異なるこ

とに着目したものであり、ハザードに対する構造

物の状態を相対的に評価することが可能となる。

なお、構造物の状態の評価にあたり、構造物の各

構成要素により担う機能や道路断面に与える影響

が異なることから、構成要素ごとに評価すること

が必要となる。 

ここで例として、橋梁を取り上げ、構成要素の

状態評価について述べる。橋梁は、上部構造、下

部構造、支承部、橋台背面アプローチ部の構成要

素に分割できる。ここで、橋梁の下部構造（躯体）、

支承部に着目し、地震動に対する状態評価と設計

基準の関係を、表-5及び表-6に示す。下部構造（躯

体）の場合は、昭和55年の道路橋示方書の改定時

に、段落とし部の規定が改定され、垂直方向の作

用に対する抵抗が向上したこと、平成8年の改定に

より、作用としてL2地震動の設計水平震度が追加

されたことが主要な改定内容であるため、昭和55

年と平成8年の基準を境界とした状態評価としてい

る。支承部の場合は、平成8年道路橋示方書の改定

によりL2地震動が考慮されたため、評価区分の境

界になっている。 

ここで、同じ設計基準で設計された構造物であっ

ても劣化の進捗や補強・フェールセーフの有無に  

地震動  レベル1地震動、レベル2地震動  

降雨・出水  100年程度を念頭に生じうる降雨・出水  

道路区域外からの

危害  

落石・斜面崩落・土石流・地すべり・

岩盤崩壊  

Ⅰ．７．３ 道路容量の減少

道路区域内の切土

Ⅰ．７．１ 切土の崩壊

道路区域外の自然斜面

Ⅰ．７．２ 土砂が路面を閉塞 Ⅰ．８．２ 落石が路面を閉塞

通行機能の低下 Ⅰ．８．３ 道路容量の減少

Ⅰ．９ 総合表示

通行規制＝道路のリスク

ハザード

通行の障害

降雨・出水 落石（道路区域外からの危害）

Ⅰ．７．３ 車線規制 Ⅰ．８．３ 車線規制

Ⅰ．９ リスク表示 Ⅰ．９ リスク表示

Ⅰ．７ 地震動及び降雨・出水に対するリスクの評価 Ⅰ．８立地条件に由来するリスクの評価

Ⅰ．８．１ 道路区域外からの落石道路構造物の構成要素の
状態評価
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表-5 躯体に関する基準の変遷と状態評価3) 

 
表-6 支承部に関する基準の変遷と状態評価3) 

 
 

より構造物の状態に差が生じる。そのため、法定

点検結果による老朽化の状況や補強・フェールセー

フの実施の有無も踏まえて評価する。例えば、橋

梁の支承部にフェイルセーフである落橋防止シス

テムを設置している場合は、設置していない場合

より安全性の向上が認められるため、表-6でD評価

に区分されたものをB及びC評価に上方修正するこ

ととしている。 

（4）通行の障害の程度と道路リスクの評価 

（3）で述べた構成要素の状態から通行の障害の

程度を評価する。通行の障害は、（1）で述べた①

段差凹凸、②線形不正、③障害物、④耐荷力不足

の4種類に区分しており、構成要素の状態や立地条

件から、これらの障害の程度を「小」「中」「大」

の3段階で評価する。各道路構造物の構成要素の種

類により、通行の障害の種類と程度は様々である

ため、構成要素ごとに通行の障害を評価する。 

例えば、橋梁の構成要素である、支承部に関す 

表-7 通行の障害の種類と程度の関係（支承部）2) 

表-8 段差凹凸から道路リスクへの変換2) 

段差凹凸 速度規制 車線規制 重量規制 

小 Ⅰ - - 

中 Ⅱ - - 

大 Ⅲ - - 

 

る通行の障害の種類と程度の関係は、表-7のとお

りである。支承部と段差凹凸の関係としては、支

承部の状態がDの場合に着目すると、支承高さが高

い場合の影響は大、それ以外は中となる。これは、

支障高が高いと路面に生じる段差が大きくなるこ

とが想定されるため、通行の障害の程度としても

大きいと考えられるためである。 

この通行障害の程度を表-1に示す通行機能の低

下の程度に変換し、その結果として生じうる通行

規制の程度をリスクとして評価する。例えば、段

差凹凸の通行障害では、段差凹凸が「大」であれ

ば、走行性の通行機能が低下するため、速度規制

がリスクⅢとなる（表-8）。 

道路構造区間や道路区間のリスクは個別の道路

断面のリスク評価結果を踏まえて評価する。具体

的に、土工や橋梁などの道路構造物の種別に区分

した区間を道路構造区間として設定し、高規格幹

線道路、重要物流道路、緊急輸送道路同士を結ぶ

交差点を主要交差点とし、それらの交差点間を道

路区間の評価区間として設定する。評価区間のリ

スク評価は、区間内の道路断面におけるリスク評

価の最悪値を当該区間のリスクとみなす。これに

より、1箇所の被災がその区間に影響を及ぼすこと

を表すようになっている（図-4）。 

 

 
図-4 道路区間のリスク評価のイメージ2) 

設計基準 作用 抵抗 状態評価

T15道路構造に
関する細則案

地震の影響の考慮
（震度法の導入）

弾性設計

D
S46道路橋耐震
設計指針

設計水平震度
Kh=0.1～0.3

S55道示Ⅴ編 弾性設計

ＲＣ橋脚の軸方向鉄筋段落し
部の鉄筋定着長の見直し
ＲＣのせん断力に対する許容
応力度の見直し
板と補剛板の局部座屈の考慮 C

H2道示Ⅴ編 設計水平震度
Kh=0.1～0.3
ＲＣ橋脚のみ：
設計水平震度
Kh2=0.7～1.0

弾性設計
＋
ＲＣ橋脚のみ：塑性設計

H7復旧仕様
H8道示Ⅴ編

Ｌ１：設計水平震度
Kh1=0.1～0.3
Ｌ２：設計水平震度
Kh2=1.5～2.0

Ｌ１：弾性設計

Ｌ２：塑性設計（地震時保有水
平耐力法）変形能を高めるた
めの構造細目

BH14道示Ⅴ編

H24道示Ⅴ編

H29道示Ⅴ編

設計基準 作用 抵抗
状態
評価

T15道路構造に
関する細則案

地震の影響の考慮
（震度法の導入）

弾性設計

D
S46道路橋耐震

設計指針

設計水平震度
kh=0.1∼0.3

設計鉛直震度
Kv=0.1

S55道示Ⅴ編

H2道示Ⅴ編

H7復旧仕様
H8道示Ⅴ編

Ｌ１：設計水平震度kh1=0.1∼0.3
設計鉛直震度=0.5kh1

（下限値0.1Rd）
Ｌ２（水平）：

橋脚耐力（保耐法：設計水平震
度kh2=1.5∼2.0）
変位制限構造：3kh1
Ｌ２（鉛直）：水平×0.67
（下限値0.3Rd）

弾性設計

タイプＡ：Ｌ１には支
承のみで、Ｌ２には
変位制限構造と補
完して抵抗

タイプＢ：支承のみ
で抵抗

A

H14道示Ⅴ編

H24道示Ⅴ編 弾性設計

タイプＢのみ（タイ
プＡの廃止）

H29道示Ⅴ編

土工区間
リスクⅢ

リスクⅢ

土工区間

評価断面の
リスク評価結果

地震動または降雨・出水
に対するリスクの評価

その他のハザード
に由来するリスクの評価

片切片盛

リスクⅢ

リスクⅢ

橋梁区間 土工区間

両側切土

リスクⅡ

リスクⅠ

Ａ１橋台断面

リスクⅡ

リスクⅠ

両側盛土

リスクⅠ

リスクⅡ

両側切土

リスクⅠ

リスクⅠ

評価断面

リスクⅡ リスクⅡ リスクⅡ リスクⅠ

道路区間ＡＢのリスク評価（速度規制） リスクⅢ

土工区間
リスクⅡ

橋梁区間
リスクⅡ

Ａ２橋台断面

リスクⅡ

リスクⅠ

リスクⅡ

交差点Ａ

道路構造区間
のリスク評価

交差点Ｂ

道路区間ＡＢのリスク評価（速度規制）
切土（左側）盛土（右側） 片切片盛

重量規制 リスクⅠ リスクⅢ リスクⅢ

車線規制 リスクⅠ リスクⅡ リスクⅡ

速度規制 リスクⅠ リスクⅢ リスクⅢ

地震動または降雨・出水に
対するリスク評価結果（土工）

構成要素の
状態

通行の障害の種類と程度の区分

①段差凹凸 ②線形不正 ③障害物 ④耐荷力不足

上下部接続
部（支承部）

Dの場合
・支承高が高く（20cm以

上）通行止めに至る場合は
大。それ以外は中
・負反力支承の場合は大
Cの場合：中
A,Bの場合：小

Dの場合

・斜角等を有し、回転
できる条件の場合（道
示Ⅴ13.3.4）は大。そ
れ以外は中。
Cの場合：中
A,Bの場合：小

－

Dの場合：大
Cの場合：中
A,Bの場合：小
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3．平成28年熊本地震での試行結果 

平成28年4月に発生した熊本地震では、阿蘇大橋

地区において大規模な斜面崩落が発生するなど多

くの箇所が被災し、長期の通行止めが発生した。 

被災箇所における路線間のリスクを相対的に把

握するため、要領（案）に基づき、被災により通

行止めが生じた当該地区の国道57号現道ルートと

国道57号北側復旧ルートを対象に地震動に対する

道路区間のリスク評価を試行した結果を図-5に示

す（現道ルートは地震発生当時のデータで評価）。 

国道57号現道ルートの阿蘇西IC入口交差点～ミ

ルクロード入口交差点の①区間は、リスクⅡの評

価となっているが、被災はなかった。 

一方、②区間はリスクⅢで、リスクが高い構造

物を複数有しており、いくつかの構造物が実際に

被災している。こうした被災箇所について、2.2で

述べた目視による法定点検の結果を確認してみる

と、リスクを捉え切れていなかったものが含まれ

ており、リスク評価を行うことで区間ごとの相対

的なリスクの差異が評価されている。目視による

評価自体の意義は疑う余地はないが、評価の方法

が全く異なる要領（案）に基づくリスク評価も行

うことで、リスクの見逃しが減らせる可能性があ

ることが示唆されている。 

なお、③区間は、熊本地震後に新たに整備され

た路線であり、リスクⅠの評価となっている。 

4．リスクアセスメントの活用に向けて 

 既述の通り、リスク評価結果は実際に生じる構

造物被害と必ずしも一対一の関係になるものでは

ないが、災害リスクを路線毎に相対的に把握でき、

目視による評価と組み合わせることで、リスクの

見逃しが減らせる可能性があることが分かった。 

図-5 国道57号におけるリスク評価  
 

このようなリスク評価の信頼性を踏まえながら、

アセットマネジメントに関する従来の意思決定プ

ロセスの中で、リスクアセスメントを具体的にど

の様に活用していくのかについて、今後さらに検

討していくことが必要である。 

5．まとめ 

 本稿では、道路構造物の耐災害性能に着目して

道路のリスクを評価する「道路リスクアセスメン

ト要領（案）」の概要について紹介し、熊本地震を

対象とした試行結果等について報告した。 

国土強靭化を推進する上で道路ネットワークが

抱える災害リスクを把握し、アセットマネジメン

トに活用していけるよう、リスク評価の信頼性を

踏まえた活用方法の検討を鋭意進めていきたい。 
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